
平成21年度  予算概要書

( 予 算 の あ らまし )

̶　粕　屋　町　̶
「太陽と緑の町」「信頼と協働の町」

絆のあるまちづくり絆のあるまちづくり絆のあるまちづくり

まちづくりは人づくりまちづくりは人づくりまちづくりは人づくり



～はじめに～

　一昨年の１１月、町民の皆さまの温か
いご支援を賜り、町長に当選させていただ
き、早いもので１年が経過いたしました。
就任１年目の平成２０年度は、「安心して
産み、育て、健やかに住める町」の実現
を目指し、特に、子育て施策の充実、合
併の実現、社会資本の整備などに重点をおいて取り組んでまいりました。
　予想以上に厳しい財政状況の中、平成２１年度の予算編成にあたり、
収入の増加が見込まれない今だからこそ、効率的な自治体運営を目指
す機会と前向きにとらえ、地域の経営者として限られた財源を効率的
かつ重点的に配分することを基本に、徹底的な事務事業のスリム化を
図りながら、平成２１年度は、①子育て支援の充実、②住民サービスの
向上・業務の効率化、③住環境の整備に重点をおいて取り組んでまい
ります。
　アメリカに始まりました百年に一度といわれる不況の影響を受け、財
政的にも厳しさを増している状況ですが、直面する課題から逃げず、
ひとつひとつ真剣に向き合い、精一杯取り組む決意を新たに職員の力
を結集し、「粕屋町に生まれてよかった」「粕屋町に住んでよかった」「こ
れからも住み続けたい」と感じられるまちづくりをしなければと考えてい
ます。
　町民の皆さまにはご不便をおかけすることもあるかと思いますが、元
気な「かすや」を子や孫たちの次の時代に繋いでいくため、今後、な
お一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　
　この冊子は、本町の平成２１年度予算をわかりやすく紹介したもの
です。町民の皆さまが町政に対する理解と関心をより深めていただき、
明るく楽しいまちづくりを共に考えていただく一助としてご活用いただけ
れば幸いです。

　平成 21 年４月

粕屋町長　篠　﨑　久　義
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第３次粕屋町国土利用計画策定事業
　国及び県の計画改定に伴い、上位計画である第４次福岡

県国土利用計画に沿った、町計画を策定します。

住居表示整備事業
　町内で、最も分かりにくい「大字仲原」を中心に整備を進め

ます。

　平成２０年度、平成２１年度で、原町地区を中心とした区

域を整備する予定です。　（平成２０年度、原町一丁目～三

丁目実施）

粕屋町都市計画基本方針（都市計画マスタープラン）
の見直し
　近年の急速な都市化と人口の膨張により粕屋町を取り巻

く環境は大きく変化しています。そのため、粕屋町のおかれた

状況や抱える課題に応じた長期的な土地利用を定める必要

があります。

　現在の都市計画マスタープランの見直しを平成２０年度

より行いゆとり豊かさを実感できるまちづくりを目指します。

企画課　企画係

3 , 0 6 2千円

住民福祉課　住居表示係

8 , 2 8 2千円

都市整備課　都市計画係

6 , 0 0 0千円

第１章　都市と自然のバランスのとれた便利で快適なまち 

１． 都市と自然が調和したゆとりのあるまち並みづくり 
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駕与丁公園整備事業
　駕与丁公園は建設から約２０年が経過しており、ため池法

面の崩壊及び遊歩道路面の傷みや安全施設の老朽化が進

行しているため、補修工事を実施します。

粕屋町バラまつりの開催
　町花である「バラ」を町内外に普及させ、町の活性化と花

と緑にあふれるまちづくりを進めるため、バラまつり実行委員

会主催による「第５回粕屋町バラまつり」を支援します。

阿恵大池整備事業 (新規)
　ため池本体の整備と池周辺の景観整備により地域環境の

向上を図ります。

千代・粕屋線街路建設事業（県事業）
　県道　福岡・篠栗線の道路拡幅事業として県が事業主

体で事業を行っています。

  計画幅員Ｗ＝25m、工事区間は福岡市境からJR篠栗線ま

でで、本町も負担金を拠出し広域交通体系の確立に向けて

事業を進めています。

粕屋・宇美線都市計画道路建設事業（筑紫野・古賀
線バイパス：県事業）
　慢性的な門松交差点の交通混雑の解消策としてバイパス

（４車線）の整備を県が行います。この事業に関連して本町も

負担金を拠出し近隣の道路整備を行います。　

環境課　公園緑地係

4 , 9 0 0千円

環境課　公園緑地係

バラまつり補助金　1 , 5 1 0千円

地域振興課　農政係

9 , 0 2 0千円

都市整備課　都市計画係

　170 , 0 0 0千円

都市整備課　工務係

　23 , 5 0 0千円

２． みどりと水辺を守り・つなぎ・生かすまちづくり 

３． 生活の基盤を支えるみちづくり　
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橋梁長寿命化計画事業
　今後、老朽化していく橋梁の急増、それに伴う維持管理費

用の増大に対し、予防的な修繕、計画的な架け替えを行い管

理コストの軽減を図るため、点検及び修繕計画の作成を行

います。

リサイクルボックス設置事業
　雑誌・新聞紙・段ボール・古布類を回収し、リサイクル

することにより、ごみの排出量を削減し、資源循環型社会を目

指します。

古紙類等回収奨励金事業
   各行政区内から排出される、雑誌・新聞紙・段ボール・

古布類等を回収していただいた団体（子ども会や育成会等 )

への奨励金であり、各団体の活動資金として活用されていま

す。

広域による一般廃棄物処理施設の負担金
　(ごみ )
　広域で整備されたごみ処理施設の負担金です。家庭や事

業所から排出された可燃ごみについては固形燃料にして発

電所の燃料に再利用し、不燃ごみについては、再利用するた

めに分別し、資源循環型社会を目指しています。

都市整備課　工務係

　6 , 0 0 0千円

環境課　環境衛生係

720千円

環境課　環境衛生係

7 , 5 0 0千円

環境課　環境衛生係

759 , 9 5 3千円

４． みんなで取り組む住み良い環境づくり　

釜屋橋
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　（し尿）
　下水道の普及に伴い施設への搬入量が減少し、処理負担

金は減少してきています。

　この施設は稼働して以来２５年を経過し、老朽化による大

規模改修等の整備事業が必要とされています。

塵芥処理に関する委託料（ごみ収集運搬等 )
　一般家庭等から排出されるごみの収集・運搬業務等に

係る業務委託費用です。

上水道施設の環境整備
　上水道の安定供給のため、水道施設の改良工事などを行

います。

　１．都市計画道路千代・粕屋線拡幅工事等に伴う水道管

　　 切替工事他改良工事

　　 　工事長 L=１，６００m

　２．下水道工事関連水道管切替工事

　　 　工事長 L=４００m

　３．浄水場等機器更新工事

下水道の整備促進
　公共用水域の水質保全や生活環境改善のため、事業の

促進に努めます。

　整備予定箇所　

　　　酒殿区、乙仲原東区、乙仲原西区、戸原区、江辻区

　整備予定面積　１２ha　　　　　　　　　　　　　　

下水処理水の有効活用
　既存水路及びせせらぎ公園

への再生処理水の放流（平成

１４年供用開始）を行い、水環

境の改善を図ります。

環境課　環境衛生係　

35 , 9 0 8千円

環境課　環境衛生係

279 , 1 5 3千円

上下水道課　業務係

120 , 0 0 0千円

50 , 0 0 0千円

64 , 0 0 0千円

上下水道課　業務２係

流域関連公共下水道事業特別会計

　　275 , 0 0 0千円

国費　 9 2 , 2 0 0千円

   町費　 5 9 , 2 0 0千円

   町債 1 2 3 , 6 0 0千円

上下水道課　業務２係

流域関連公共下水道事業特別会計

　48 , 4 4 8千円
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生産調整推進対策事業
  米の生産調整の推進及び水田を活用した作物の産地づく

りを推進するため、園芸作物等の生産者への支援を行いま

す。

　新鮮で安全な園芸作物を消費者に提供するなど、「地産地

消」の拡大に努めます。

農業生産構造特別対策事業
　地域農業の活性化、多様な担い手対策など粕屋農協が行

う各種農業振興事業に対して財政支援を行います。

生産基盤の整備（新規）
　農業生産基盤の整備のため、老朽化した須恵川沖田堰の

ワイヤーロープの取替工事を行います。

町内商工業の振興事業
　商工業の振興や地域づくりのため、商工会への財政支援

を行います。

　また、中小企業者（小規模企業者）への融資制度の充実に

努めます。

地域振興課　農政係

　8 , 0 0 0千円

地域振興課　農政係

　　1 , 3 9 8千円

地域振興課　農政係

6 , 0 0 0千円

地域振興課　地域振興係

商工会補助金　  8 , 5 0 0千円

商店活性化対策補助金    　　30 0千円

中小企業融資預託金　20 , 0 0 0千円

５．活力のあふれるまちづくり　
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健康づくりの推進
　健康かすや２１後期計画をもとに、健康でいきいきと暮ら

せる町を目指し、町民と協働して健康づくりを進めます。また、

生活習慣病予防に着目し、予防教室の実施や啓発に努めま

す。

検診体制の充実　
　平成２０年度から導入された「特定健診･特定保健指導」

は、２年目を迎え受診率４０％を目標に啓発に努めます。　

　また、がん検診については、早期発見・早期治療を目的

に実施し、未受診者対策にも取り組みます。

母子保健の充実　
　健やかな妊娠と出産のために、妊婦健康診査費用を補助

し、相談や両親学級を実施します。

　また、赤ちゃん訪問・乳幼児健診・育児支援教室・相談

等にて出産後の不安軽減や育児支援に努め、母子保健の充

実を目指します。

ことばの教室 
　発達に偏りが見られる就学前児童への指導・相談体制

を整備し、保護者が安心して関わることができるよう支援に

努めます。

乳幼児医療費支給制度の拡大
　乳幼児の保健の向上と福祉の増進のため、平成２０年１

０月より、入院以外の医療行為に対する乳幼児医療費支給

の対象年齢を５歳未満から小学校就学前まで引き上げまし

た。

　

国保健康課　健康推進係

「健康かすや21」推進費 9 1 5千円

生活習慣病予防教室等事業  　　

1 , 4 8 0千円

　　　　　　　

国保健康課　健康推進係

各種検診事業　37 , 7 6 6千円

特定健診･特定保健指導事業　

国保特別会計予算　

14 , 2 7 0千円

(国･県からの補助有)

国保健康課　健康推進係

妊婦健康診査補助事業　

27 , 4 3 2千円

その他母子保健事業　　

16 , 0 1 3千円

国保健康課　健康推進係

17 , 9 1 2千円

国保健康課　年金係

乳幼児医療費　

121 , 3 4 9千円

第２章　誰もが安心していきいき暮らせるやさしいまち 

１． いきいき暮らせる健康づくり 

4か月児健診
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介護保険サービス　(介護保険事業)
　介護保険を申請し、要支援・要介護と認定された方が、自

分にあったサービスを利用します。利用者は、１割の利用料

を負担します。

　要支援の方が、重度化予防のために利用する介護予防サ

－ビスや要介護の方が利用するデイサービス・デイケア・訪

問介護などの在宅介護サービスや施設入所サービス等が

あります。

介護予防事業の充実　　　　　　　　　　　　　　　　
○特定高齢者介護予防事業

　　要介護状態等となるおそれの高い高齢者(特定高齢者）

を早期に発見し、要介護状態等となることを予防すること

で、住み慣れた地域で活き活きとした生活を続けられるよ

うに支援する事業です。

　①特定高齢者把握事業

　　介護予防健診（生活機能評価）の実施

　②介護予防教室の実施

　　ア、 運動機能維持・向上・・・「かすや貯筋体操ひろば」

　　イ、 口腔ケア、栄養改善・・・「かすやお口から元気教室」

○一般高齢者介護予防事業  

　　地域の高齢者が自ら介護予防活動に参加し、地域全体

で介護予防に向けた取り組みが主体的に実施されるよう

に育成・支援を行なう事業です。　　　　　　　　　　

　　現在、１７か所の地区公民館等で『ゆうゆうサロン』

を実施しています。さらに平成21年度は２か所増え１９か

所で実施します。午前中は「かすや転ばん体操」、午後はレ

クリエーションやゲームなどを通して、みんなで楽しく介護

予防に取り組んでいます。また地域ボランティアを育成し

介護予防普及に努めていきます。

地域包括支援センター(体制）の整備 
　地域包括支援センターは、保健師、主任ケアマネジャー、

社会福祉士などが中心となって、高齢者がいつまでも自分ら

しく、住み慣れた地域で暮らすことができるように、総合的な

支援を行っています。

 虐待の早期発見・防止など高齢者の総合相談や家族介護

支援、ケアマネジャーへの支援等を行います｡

介護支援課　認定給付係

1 , 3 1 1 , 7 6 4千円

町費　163 , 9 7 0千円

国費・県費・町費・第1号被保険

者・第2号被保険者の方の保険料

等で実施します。

介護支援課

　　　地域包括支援センター係

5 , 8 0 0千円

町費　725千円

国費・県費・町費・第1号被保険

者・第2号被保険者の方の保険料

等で実施します。

介護支援課

　　　地域包括支援センター係

11 , 9 1 6千円

町費　1 , 4 8 9千円

国費・県費・町費・第1号被保険

者・第2号被保険者の方の保険料

等で実施します。

介護支援課

　　　地域包括支援センター係

20 , 6 6 9千円

町費　4 , 1 8 5万円

国費・県費・町費・第1号被保険者

の方の保険料等で実施します。

２． 高齢者がいきいき暮らせるやさしい地域づくり 



̶ 8  ̶ 

　また、介護予防対象者の選定や介護予防ケアプランの作

成を行い、できる限り要介護状態にならないように介護予防

に取り組みます。

在宅福祉サービスの充実　　　
　できる限り住み慣れた地域で在宅生活を続けられるよう

に、介護保険制度だけでは補えない必要な在宅サービスを、

家族支援と利用者の自立支援という視点から提供します。

　配食サービス・寝具乾燥消毒サービス・生活支援住宅改

修費補助などの財政支援を行います。

シルバー人材センター支援事業
　高齢者の雇用の拡大や社会参加による生きがいづくりの

ために、シルバー人材センターに対して助成をすることにより、

後方的な支援をしていきます。　　　　　　　　　　　　

　　　　　　

障害者自立支援サービス事業
　障害者自立支援法に基づき、介護等の支給決定を受けら

れた方が利用するサービスです。自立支援給付（介護給付、

訓練等給付、自立支援医療、補装具）と町事業の地域生活支

援事業（相談支援、地域活動支援センター、日中一時支援・

訪問入浴・移動支援、日常生活用具給付福祉ホームなど）が

あります。

（障害者自立支援サービス事業のほかにも障がい者の地域

生活支援のための町独自の障害者福祉サービスがあります）

障がい児放課後等対策事業
　障がい児の安全確保や保護者のレスパイト（休息時間）

のために、放課後や長期休暇中などにお子様を一時お預か

りします。

介護支援課　高齢者支援係

15 , 3 0 9千円

町費　14 , 7 0 9千円

県費　　　 6 0 0千円

介護支援課　高齢者支援係

9 , 0 0 0千円

町費　6 , 0 0 0千円

県費等　3 , 0 0 0千円

住民福祉課　障害者福祉係

242 , 6 3 1千円

国 ・ ・１／２

県 ・ ・１／４

町 ・ ・１／４

ただし、地域生活支援事業は、統

合補助と交付税措置

住民福祉課　障害者福祉係

7 , 4 5 5千円

３． 障がい者がいきいき暮らせるやさしい地域づくり
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手話通訳士等派遣事業
　聴覚障がいの方のコミュニケーション支援のため、手話

通訳士等を派遣します。

障がい福祉計画の推進 　　　　　　　　　　　
　障がい者がいきいき暮らせる地域づくりを目指して、行政、

障がい者等と地域住民と協働で障がい福祉計画を推進しま

す。

介護給付費等の支給に関する審査会の設置
　障がい者の実情に通じた、中立かつ公平な介護給付費等

の支給を行うため審査会を開催します。

福祉センター等管理運営委託
　福祉センター・福祉バスなどの管理運営を粕屋町社会福

祉協議会へ委託し、利便性を強化します。

町営住宅の適切な維持管理
　朝日３団地の維持保全のため､下水道つなぎ込み工事を

行います。

住民福祉課　障害者福祉係

760千円

住民福祉課　障害者福祉係

1 , 8 4 6千円

住民福祉課　障害者福祉係

　　1 , 1 2 8千円

住民福祉課　社会福祉係

22 , 2 6 4千円

住民福祉課　社会福祉係

10 , 0 0 0千円

国の補助（45％）
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 児童福祉

粕屋町要保護児童対策地域協議会　　　　　
　　広報周知とネットワークの円滑化を推進することで、虐

待の未然防止と早期発見､早期対応に努めます。

粕屋町次世代育成支援行動計画(後期）策定(新規)
　次世代育成支援行動計画（平成１６年度策定）を、国の

新たな施策目標である「『子どもと家族を応援する日本』重

点戦略」「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲

章」等、新しい対策の方向性や課題、推進目標を踏まえ、

平成22年度～26年度を計画期間とする「粕屋町次世代

育成支援行動計画(後期）」を策定します。

認可外保育所運営費補助　　　　　　　　　　
　　認可外保育所に対し、粕屋町の在園児1人当たり

5,000円の運営費補助と、職員の健康診断のための助成

をします。

粕屋町就学前児童施設運営審議会　　　　　　
　　就学前児童の保育教育環境の向上を目指し、望ましい

施設の運営のあり方を審議し、町に提言します。

 施設運営

私立保育所の運営委託
　　120名定員の私立保育所「ヴィラのぞみ愛児園」が4月

に開園し、既設の「粕屋わかば保育所」とあわせ、私立保

育所の定員が270名になりました。

子育て支援課　子育て支援係

　42千円

子育て支援課　子育て支援係

2 , 5 0 4千円

子育て支援課　子育て支援係

　1 , 0 9 4千円

子育て支援課　子育て支援係

267千円

子育て支援課

　　  保育所・幼稚園係

227 , 5 8 8千円

４． 子育て世代がいきいき暮らせるやさしい地域づくり 
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公立保育所の運営
　　子育てと仕事の両立ができるよう、保育が欠ける児童の

保育を実施。大川、仲原、西、中央保育所合わせて定員

455名。

多様な保育サービス
　　一時保育、延長保育、子育て支援等を実施します。

広域入所委託
　　保育に欠ける児童を、他市町村にある保育所に委託し

ます。

 子育て支援

かすや子どもの日（11月の第2土曜日）　
　　昨年｢かすや子どもの日」を制定いたしました。“子ども

の笑顔はかすやの未来　大人も子どもも元気になろう”を

スローガンに、日々成長する子どもたちの健全育成のため、

子どもが持っている生きる力を地域で育みましょう。子ども

を慈しみ育む輪をみんなで広げましょう。「子どもフェスティ

バル」を同時開催。

病児・病後児保育事業及び施設整備（新規）　　　　
　　保育所等で集団保育が困難な期間、病院等に付設され

た専用スペースで一時的に預かる事業で、篠栗町、久山

町と共同で実施する予定です。

子育て応援団及び子育て支援
　　次世代育成支援行動計画の推進や地域公民館での子

育てサロン設置支援等を行います。

子育て支援課

　　  保育所・幼稚園係

426 , 4 8 9千円

子育て支援課

　　  保育所・幼稚園係

24 , 4 0 0千円

子育て支援課

　　  保育所・幼稚園係

6 , 0 0 0千円

子育て支援課　子育て支援係

318千円

子育て支援課　子育て支援係

8 , 0 0 0千円

子育て支援課　子育て支援係

1 , 0 0 0千円
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ファミリー・サポート・センター事業
　　子育て支援とともに地域コミュニティの活性化を目指し

事業の充実に努めます。

つどいの広場事業
　　地域子育て支援の拡充を図ります。今年度も駕興丁区

公民館で実施します。

ブックスタート事業
　　10か月児健診の際に、ボランティアの皆さんから絵本

の読み聞かせの大切さを伝えていただき、2冊の絵本をプ

レゼントします。

児童会運営及び放課後児童クラブ室の建設
　　保護者が労働等により昼間家庭にいない児童（小学校

1年生から3年生まで）を健全に育成するため、放課後の

一定時間、各小学校敷地内に設置した児童会で保育を行

います。　　　　　　　　　　

　　仲原小学校に続き粕屋西小学校に専用施設を建設し､

保育環境の充実を図ります。　

後期高齢者医療制度への対応
　平成20年4月から、老人保健制度が新しく「後期高齢者医

療制度」に変わりました。

　75歳以上の高齢者等を対象にした新たな医療制度です。

　高齢者の医療費が増大しているなか、医療保険を支える

現役世代の人口は減少しつつあり、その負担が増え続けて

います。

　そこで、高齢者世代と現役世代の負担を明確にし、公平で

分かりやすくするために創設された制度です。

子育て支援課　子育て支援係

3 , 2 2 7千円

子育て支援課　子育て支援係

3 , 4 2 8千円

子育て支援課　子育て支援係

1 , 0 0 0千円

学校教育課　学校教育係

運営費  2 6 , 9 8 0千円

建築費  4 8 , 0 0 0千円

町費  3 9 , 2 4 1千円

県補助金  3 5 , 7 3 9千円

国保健康課　後期高齢者医療係

後期高齢者医療特別会計　　

366 , 7 9 9千円

療養給付費負担金（一般会計）

204 , 8 1 6千円

5． 心豊かに暮らせる地域づくり 

粕屋町 
ファミリー・サポート・センター 

おねがい会員 まかせて会員 
事前打ち合せ・活動報酬支払い 
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粕屋東中学校第５期大規模改造工事
　教育施設及び環境の整備・充実を図るため、粕屋東中学

校第５期大規模改造工事（管理棟１・２階の内部改修）を行

います。

外国語指導助手業務委託
　小学校では平成２３年度からの外国語活動の必須化に伴

い、外国語指導助手（ＡＬＴ）の配置日数を増やし、必須化に

向けて学校の指導体制を充実します。中学校では引続き国

際理解教育を図り、異文化や外国語（英語）を学ぶ環境づく

りに努めます。

少人数教育と学級サポート
　小学校の学級運営を円滑に進めるため、少人数指導体制

の充実を図り、21世紀を担う子どもたちの「確かな学力」の

育成を目指すとともに、特別に配慮を要する児童・学級に対

するサポート体制を充実させるため、引続き支援員を配置し

ます。

教職員用パソコンの配置
　各学校に教職員用パソコンを配置し、日常業務の円滑な

遂行を図るとともに、児童生徒の個人情報の管理を徹底しま

す。

（平成21年度配置）

　小学校  56台

　中学校    4台

学校教育課　学校教育係

 　　　165 , 0 0 0千円

町費　  4 8 , 7 2 0千円

町債　116 , 2 8 0千円

学校教育課　学校教育係

　　　小学校　4 , 7 2 5千円

　　　中学校　4 , 7 2 5千円

学校教育課　学校教育係

9 , 9 7 5千円

学校教育課　学校教育係

使用料及び賃借料　2 , 0 7 9千円

　

第３章　人・地域・文化を愛する人を育むまち   

１． 地域で育む人づくり 
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子ども読書活動推進計画の実施
　３年目を迎える「粕屋町子ども読書活動推進計画」推進の

ため、家庭、地域、学校、読書ボランティア団体と連携・協力

し、事業の実施に努めます。

図書館の運営
　誰もが気軽に利用できる親しみある図書館運営を目指し、

町民の生涯学習における学習活動の支援をするとともに、資

料の充実と学習環境の整備に努めます。

研究資料の製本及び啓発冊子の作成（歴史資料館）
　歴史についての資料公開や最新情報の入手、学習機会の

提供及び啓発を図るため、文化財の紹介や古文書解読テキ

ストなどを作成します。

生涯学習センターの運営
　町民の多様な学習ニーズに対応するための学習カリキュ

ラム内容の充実など、町民の教育と文化の振興を図り、生涯

にわたる学習活動の支援を促進するため、生涯学習センタ

ーの機能的運営に努めます。

総合体育館の運営
　町民の体力向上・健康づくりの推進・町民一人に1スポー

ツの推進を図るとともに、競技スポーツの普及推進・施設整

備の充実に努めます。

社会教育課　図書館係

755千円

社会教育課　図書館係

97 , 9 0 1千円

社会教育課　社会教育係

600千円

社会教育課　生涯学習施設係

98 , 6 6 0千円

社会教育課　総合体育館係

136 , 1 1 0千円

２． いつでも、学べる環境づくり 
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スポーツ・レクリエーション活動の振興 
　生涯スポーツの普及促進をふまえて、体育指導委員を中

心に、町民の健康づくりや体育協会を中心とした地域住民

相互の交流大会を図るとともに、スポーツ活動者（団体）の

支援に努めます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
分館助成金 
　24分館に助成金を交付し、地域コミュニティ活動の向上

に努めます。 

 

 
分館施設及び集会所整備等補助金 
　公民館の整備、備品購入等に補助金を交付し、地域コミュ

ニティ活動の拠点施設の整備に努めます。 

 

社会教育課　社会体育係

24 , 9 1 9千円

社会教育課　社会教育係

8 , 9 6 4千円

社会教育課　社会教育係

8 , 4 0 0千円
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まちづくりイベント事業
　住民参加型の祭りと

して、また、地域間交流

の祭りとして、地域コミ

ュニティ形成の充実を

図るため、財政支援を

行います。

人材育成事業
　地域コミュニティ醸成のため、財政支援を行います。

粕屋町ボランティアの育成
 ボランティアに関する情

報の収集、提供と活動の

拠点づくりのため、ボラン

ティアの育成を支援いた

します。

地域消防施設・設備の整備
　消防施設・設備の充実のため、老朽化した消防自動車の

買い替えや消火栓設置を年次計画により推進します。

防災体制の充実
　防災行政無線により、住民の避難・誘導に関する情報伝達

手段の充実に努めます。

　災害時要援護者支援対策ため、災害時要援護者登録を

推進し、避難・誘導体制の確立を図ります。

企画課　企画係

YOSAKOIかすや祭り　3 , 5 0 0千円

商工花火大会　1 , 0 0 0千円

企画課　企画係

SUN２かすや補助金　200千円

まちづくり団体補助  　10千円

住民福祉課　社会福祉係

3 , 9 8 0千円

総務課　生活防災係

消防車購入費　17 , 0 0 0千円

消火栓設置工事費     1 , 1 5 1千円

総務課　生活防災係

保守点検委託料　1 , 1 0 7千円

戸別受信機移設工事費　　　　

　1 , 0 8 2千円

第４章 交流と助け合いによりお互いを大切にしあえるまち   

１． いつでも参加できる場づくり 

２． まちづくりを支える人づくり 

３． 安全で安心して暮らせる地域づくり 
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防犯環境の充実 
　地域、警察、行政の緊密な連携による防犯体制の整備や

防犯灯の設置など、防犯のための環境づくりを進めます。 

　不審者等から住民を守る避難所「防犯ステーションかす

や」の設置拡大に努めます。 

 

 
防犯ボランティアの拡充 
　地域住民の連帯意識を

高め、相互見守りにより犯罪

抑止を強化するため、自主

防犯ボランティアの公募と

ボランティアに対する防犯

物資（ベスト）を支給し、支援と育成に努めます。 

 

 
交通安全意識の啓発 
　交通安全に対する意識の高揚や交通マナーの向上のた

め、粕屋町交通安全指導員や「交通事故をなくす粕屋町民

運動本部」等との連携を図りながら、学童・高齢者を対象とし

た交通安全教室や交差点での街頭指導、交通安全キャンペ

ーンなどの啓発活動を行います。 

 

 

 

 

「アジア太平洋こども会議・イン福岡」 
こども大使ホームステイ受入事業 
　アジア太平洋諸国・地域の子どもたちを招いて、一般の家

庭でホームステイをし、その交流を通して国際性豊かな青少

年の育成を図る事業を行います。 

 

 
青少年の翼事業 
　海外におけるホームステイ体験で、人・文化・風習に触れ

ることにより、国際的な視野を養い、地域活動のリーダーとな

る、郷土愛に満ちた心豊かな粕屋の青少年を育成すること

に努めます。 

総務課　生活防災係

防犯灯設置補助金　3 , 4 0 0千円

総務課　生活防災係

防犯用ベスト他　714千円

ボランティア傷害保険料　　

　125千円

総務課　生活防災係

交通安全対策費　2 , 9 2 9千円

社会教育課　社会教育係

340千円

社会教育課　社会教育係

22 , 0 0 9千円

 　　　

４． 地域を越えた交流づくり 
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広報・広聴の充実
　行政と町民や各種団体が情報を共有できるように広報か

すやの発行やホームページを充実します。

第４次粕屋町総合計画後期基本計画策定事業
　平成１８年３月に策定した第４次粕屋町総合計画（平成１

８年度から平成２７年度の長期まちづくりの指針）の後期基

本計画（後半５年間である平成２３年度から平成２７年度の

中期まちづくりの指針）の策定準備（基礎調査等）に入ります。

予算概要書の作成
　マスタープランの理念に基づき、透明性が高く町民に開

かれた自治体経営を目指すため、予算概要書（予算のあら

まし）の全戸配布を行います。

人事評価システム事業
　人材育成のため、公務能力・業績に対する人事評価を制

度化し、すべての人事管理に活かすことで、職員資質の向上

を目指します。

文書管理システム事業
  行政運営の効率化、事務室環境の改善及び平成２４年秋

開館予定の福岡県共同公文書館に移管する文書を整理す

るため、文書管理をシステム化します。

下水道事業会計の公営企業会計移行 (新規 )
　経営状況をより明確に町民に示し、また、より経営健全化

に取り組むため、官庁会計を公営企業会計に移行します。

企画課　広報・広聴係

10 , 2 7 0千円

企画課　企画係

　3 , 4 5 5千円

企画課　企画係

　460千円

総務課　人事係

　1 , 5 7 5千円

総務課　庶務係

　4 , 4 1 0千円

上下水道課　管理２係

16 , 0 0 0千円

第５章 みんなで創り進めるまちづくり     

１． 町民と行政が協働で進めるまちづくり   

２． 行財政運営の効率化
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福岡都市圏広域行政
　福岡都市圏が抱える諸問題の解決並びに対応について、

市・町間の連絡調整に努めます。

  

電子自治体構築事業
　いつでも、どこでも町民が利便性を実感することができる

次世代電子自治体サービスを目指して、総合窓口サービス

をはじめとする、安心・安全・便利なＩＣＴ※を活用した住民サ

ービス実現のために情報システムを見直し、併せてコスト削

減と庁内事務の効率化を進めます。

※ＩＣＴ…情報・通信に関連する技術一般の総称。従来ひん

ぱんに用いられてきた「IT」とほぼ同様の意味で用いられ

るもので、「IT」に替わる表現として日本でも定着しつつあ

ります。

粕屋町議会議員一般選挙
告 示 日　　平成２１年４月１４日（火）

投開票日　　平成２１年４月１９日（日）

任　　期　　平成２１年４月２８日（火）

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
任　  期　　平成２１年９月１０日（木）

但し、衆議院解散の場合は任期満了前

企画課　企画係

負担金　73千円

企画課　情報管理係

54 , 2 0 6千円

総務課　選挙係

13 , 5 4 9千円

総務課　選挙係

20 , 5 1 2千円

３． 広域行政の推進 

４． 情報技術 (ＩＴ) の活用 

２１年度選挙執行予定
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資料１　粕屋町の予算 

区　　　分 

一　般　会　計 

特別会計 

企業会計 水道事業 

合　　計 

小　　計 

21年度 20年度 増減額 
一般会計から 
の繰入金など 
(※注１） 

（単位:千円） 

増減率（%） 

国 民 健 康 保 険 

老 人 保 健 

後 期 高 齢 者 医 療 

介 護 保 険 

住宅新築資金等貸付事業

流域関連公共下水道事業 

10,333,000 

3,835,047 

64,894 

366,799 

1,469,110 

6,854 

1,892,129 

7,634,833 

1,297,151 

19,264,984 

10,542,000 

3,926,603 

267,613 

513,561 

1,550,466 

18,574 

2,313,328 

8,590,145 

1,307,100 

20,439,245 

△ 209,000 

△ 91,556 

△ 202,719 

△ 146,762 

△ 81,356 

△ 11,720 

△ 421,199 

△ 955,312 

△ 9,949 

△ 1,174,261 

△ 2.0 

△ 2.3 

△ 75.8 

△ 28.6 

△ 5.2 

△ 63.1 

△ 18.2 

△ 11.1 

△ 0.8 

△ 5.7 

 

266,600 

5,712 

78,676 

278,661 

0 

573,583 

 

5,000 

 

予　　算　　資　　料 

 

※注１　　一般会計から特別会計、企業会計へ繰り出すもので一般会計の予算に含まれます。 
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資料２　歳入内訳（一般会計） 
（単位：千円） 

H21年度 
H20年度 

　町税は、法人分の落ち込みが大きく前年度比9,100万円（1.7％）減の54億666万6千円となり、地方交付

税は町税の減収等により増額が見込まれるが、交付税の振替財源として臨時財政対策債（町債）を借入すること

により6,827万1千円の減となります。町債は臨時財政対策債の増により1億6,463万5千円（33.3％）の増

となり、財源不足を補うため基金を前年度比3億4,457万7千円減の5億4,816万3千円繰入しました。

・町税 町民の皆さまに納めていただく税金です。

・地方交付税 国税である所得税、法人税や酒税などのうち、県や市町村の財政状況に応じて

 国から地方に交付されるお金です。                

・国・県支出金 町がおこなう事務や事業に対する国や県からの補助金（負担金）です。

・町債 町が事業資金を調達するための借金で、中長期にわたり返済します。

・繰入金 歳入不足を補うため、積み立てていた基金（貯金）から繰り入れします。

・地方消費税交付金 地方消費税（１％）のうち、人口などに応じて交付されます。

・地方譲与税 国税である地方道路税、自動車重量税などのうち譲与基準により交付されます。

・使用料及び手数料 公共施設の使用料や証明書などの交付手数料です。

・その他 前年度繰越金3億円、保育料などが含まれています。

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 

町税

地方交付税

国・県支出金

町債

繰入金

地方消費税交付金

地方譲与税

使用料及び手数料

その他

5,406,6665,406,6665,406,666
5,497,6665,497,6665,497,666

1,139,7291,139,7291,139,729

1,046,5081,046,5081,046,508

658,935658,935658,935

548,163548,163548,163

330,000330,000330,000

107,001107,001107,001

251,708251,708251,708

844,290844,290844,290

1,208,0001,208,0001,208,000

964,887964,887964,887

494,300494,300494,300

892,740892,740892,740

330,000330,000330,000

110,000110,000110,000

243,273243,273243,273

801,134801,134801,134
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資料３　目的別歳出予算（一般会計） 
（単位：千円） 

H21年度 
H20年度 

　民生費は、4月開園の民設ヴィラのぞみ愛児園運営委託料、児童手当費及び乳幼児医療対策費などの増加に

より前年度比1億3,811万4千円（5.1％）増。教育費は粕屋東中学校大規模改造工事費、史跡整備事業費の減

額により9,610万8千円（6.4％）の減。土木費は、千代粕屋線街路建設負担金及び関連事業費の減により1億

8,776万4千円（13.6％）の減となりました。また、公債費は5,791万4千円（3.4％）の減となりました。　

・民生費　　　　　　高齢者や障害者などの福祉、保育所の運営などの経費

・公債費　　　　　　事業のために借りたお金の元利償還金

・衛生費　　　　　　保健、健康づくり、ごみ、環境対策などの経費

・教育費　　　　　　小中学校や生涯学習、体育事業などの経費

・土木費　　　　　　道路、水路、公園などの維持管理や町営住宅の経費

・総務費　　　　　　行政運営の事務経費や町税の事務などの経費

・消防費　　　　　　消防署や消防団の運営経費

・議会費　　　　　　議会活動の経費

・農林水産業費　　　農業振興のための経費

・商工費　　　　　　商工業振興のための経費

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 

民生費 

公債費 

衛生費 

教育費 

土木費 

総務費 

消防費 

議会費 

農林水産業費 

商工費 

その他 

2,837,0202,837,0202,837,020

1,629,2771,629,2771,629,277

1,500,9521,500,9521,500,952

1,400,4001,400,4001,400,400

1,194,6141,194,6141,194,614

1,060,1411,060,1411,060,141

393,316393,316393,316

121,406121,406121,406

100,513100,513100,513

56,88656,88656,886

38,47538,47538,475

2,698,9062,698,9062,698,906

1,687,1911,687,1911,687,191

1,523,7871,523,7871,523,787

1,496,5081,496,5081,496,508

1,382,3781,382,3781,382,378

1,043,3431,043,3431,043,343

392,046392,046392,046

123,058123,058123,058

98,67798,67798,677

54,14154,14154,141

41,96541,96541,965
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・人件費 職員の給与、議員や各種委員の報酬などの経費 

・物件費 物品購入、光熱水費、通信費、使用料、事務や業務委託料などの経費 

・維持補修費 町の施設などの保全をするための経費 

・扶助費 法令などに基づき給付されるお金や物品などの経費 

・補助費等 各種団体や一部事務組合などに対し補助（負担）する経費 

・普通建設事業費 道路、学校などの公共施設の新増設に要する経費 

・災害復旧事業費 風水害、地震災害を受けた施設等を原形に復旧する経費 

・繰出金 特別会計に支出される経費　 

・投資、出資金、貸付金 他の団体などへの投資、出資、貸付する経費 

資料４　性質別歳出予算（一般会計） 
（単位：千円） 

H21年度 
H20年度 

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000

　物件費は、新総合行政システム導入費、町議会議員選挙及び青少年の翼事業費等の増により6,748万9千円

(4.0％）の増。扶助費は、民設保育所の運営委託料、乳幼児医療費及び児童手当給付対象人員の増等により1億

3,052万7千円（11.0％）の増。普通建設事業費は、千代粕屋線街路建設負担金等で2億4,934万6千円

（25.9％ )の減。なお、後期高齢者医療費給付費負担金を繰出金から補助費等に組み替えたためそれぞれが増

減しております。 

人件費 

物件費 

維持補修費 

扶助費 

補助費等 

普通建設事業費 

災害復旧事業費 

公債費 

繰出金 

投資・出資金・貸付金 

その他 

1,870,7191,870,7191,870,719

1,735,3301,735,3301,735,330

79,92479,92479,924

1,313,7981,313,7981,313,798

1,694,1801,694,1801,694,180

712,568712,568712,568

1,1441,1441,144

1,629,2771,629,2771,629,277

1,203,2321,203,2321,203,232

69,99269,99269,992

22,83622,83622,836

1,883,8911,883,8911,883,891

1,667,8411,667,8411,667,841

98,82898,82898,828

1,183,2711,183,2711,183,271

1,521,2841,521,2841,521,284

961,914961,914961,914

1,1441,1441,144

1,687,1911,687,1911,687,191

1,433,8041,433,8041,433,804

75,86275,86275,862

26,97026,97026,970
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資料５　普通交付税と臨時財政対策債 

　ピーク時の平成15年度に合計で22億円以上あった普通交付税と臨時財政対策債は、その後毎年減少し地方

財政を圧迫しております。平成21年度は、地方税収入の落ち込みに対し地方交付税の原資となる国税収入が大

幅に減収する中、財源不足を補うため臨時財政対策債が増額となり合計額では平成20年度より1億5,960万2

千円増の14億7,292万9千円を見込んでいます。 

臨時財政対策債(借入額） 
普通交付税 

　普通交付税とは、町の行政運営に必要な経費を一定の方法により算出した額（基準財政需要額）

から、町に入る税収などをもとに計算した額（基準財政収入額）を差し引いた差額について、国から

交付されるものです。 

　臨時財政対策債とは、地方一般財源の不足分を補うため、平成13年度から特例的に普通交付税

の振替として発行されている地方債（地方公共団体の借金）で元利償還額相当額が後年度に交付

税に算入されます。 

（単位：千円） 

1,640,202

332,900

1,436,861

765,700

1,432,177

547,800

1,253,327

413,600

1,057,324

388,900

1,015,335

352,800

982,827

330,500

959,729

513,200

0 

500,000 

1,000,000 

1,500,000 

2,000,000 

2,500,000 

Ｈ14年度 Ｈ16年度 Ｈ18年度 Ｈ15年度 Ｈ17年度 Ｈ19年度 Ｈ20年度 
(見込) 

Ｈ21年度 
(予算計上額) 
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資料６　地方債残高（普通会計） 

　　　　公債費（普通会計） 

　地方債残高は年々減っており、平成20年度末の残高は122億7,576万8千万円となる見込です。これを町民1

人当たりにすると約30万円（平成19年度末約33万7千円）になります。 

　公債費は平成20年度に繰上償還により約1億１千600万円返済したため前年度より約1億700万円増加して

いますが、平成21年度以降は減少をしてまいります。また地方債の減少を早めるため新規起債の抑制や繰上償

還などを進めてまいります。         

　普通会計とは、一般会計と住宅新築資金等貸付事業特別会計の合計です。 

　公債費とは、借金である地方債の返済に充てる費用で元金と利息の合計額です。 

（単位：千円） 

（単位：千円） 

地方債残高 

公債費 

Ｈ14年度 Ｈ15年度 Ｈ16年度 Ｈ17年度 Ｈ18年度 Ｈ19年度 Ｈ20年度 
　（見込） 

Ｈ14年度 Ｈ15年度 Ｈ16年度 Ｈ17年度 Ｈ18年度 Ｈ19年度 Ｈ20年度
　（見込）

0 

2,000,000 

4,000,000 

6,000,000 

8,000,000 

10,000,000 

12,000,000 

14,000,000 

16,000,000 

18,000,000 

0 

500,000 

1,000,000 

1,500,000 

2,000,000 

2,500,000 

1,430,801 
1,659,910 

2,162,298 

1,644,600 1,557,756 1,661,011 1,768,109 

15,742,156 15,765,501 15,707,658 
14,991,571 14,380,374 

13,419,254 
12,275,768 
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資料７　基金の推移 公共施設整備基金 

減債基金 

財政調整基金 

　基金は、将来の予期しない財源不足や、緊急の場合に備えて積み立てています。一般家庭では貯金に当たるも

のです。地方交付税等の減額による財源不足に充てるため徐々に減少しており、平成20年度末で19億1,300万

円の残高見込みであり、粕屋町の財政規模からして必ずしも安心できる額ではありません。

　公共施設整備基金は、将来の公共施設建設や財産維持のための資金として積み立てる基金です。 

　減債基金は、地方債の償還に充てたり、借入の信用の維持のために積み立てる基金です。 

　財政調整基金は、町財政の長期的視野にたって将来の予期しない財源不足に対応するため、余裕 

のある年度に積み立てる基金です。 

　これらの他に、国際交流基金や井堰管理基金など特定目的に使う基金が平成20年度末一般会計 

で約7億5千万円あります。 

（単位：百万円） 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Ｈ14年度 Ｈ15年度 Ｈ16年度 Ｈ17年度 Ｈ18年度 Ｈ19年度 Ｈ20年度
 （見込）

878 

1,327 

1,238 

878 

1,645 

839 

878 

1,253 

289 

879 

1,111 

290 

880 

974 

290 

881 

962 

292 

883 

737 

293 
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“みんなで創ろう　ゆとり　いきいき　ふれあい　かすや”

地球温暖化防止（森林保護）のため再生紙を使用しています


